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駐在所建設から約 40 年が経過する中、夜間に発生

する事案が増加したため、地域の現在・将来に亘る 

持続可能な治安維持には、駐在所を交番化し 24 時間

体制の警戒力を強化する必要があります。 

統合後、駐在所員３人は浜岡交番へ配置し、交番は

６人体制から９人体制に強化され、各班３人の三交替

勤務となります。 

 

 

 

 

 

統合後、駐在所は廃止されるため、拾得物の届出

など一部でご不便をお掛けすることになります。 

しかし、浜岡交番の体制が強化され、特に夜間の

警戒力が強化されるため、駐在所管内の治安は向上

します。 

ご理解とご協力を宜しくお願いします。 
ご意見ご要望は、菊川署地域課又は駐在所まで 

ご連絡ください。 


